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L1津波 壁立計算結果【日高振興局管内】

市町村境界・海岸区分
港湾区域
漁港区域

港湾区域
漁港区域
海岸保全区域

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（空間データ基盤）を使用した。（承認番号 平成24情使、第861号）」
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L1津波 壁立計算結果【日高振興局管内：日高町】

港湾区域
漁港区域
海岸保全区域

3.75m

【19】【18】

富浜漁港

門別漁港

厚賀漁港

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（空間データ基盤）を使用した。（承認番号 平成24情使、第861号）」

【地域海岸区分：19】

三陸沖北部の地震津波による、
厚賀漁港の西部海岸の３．8ｍを設計津波水位とする。

住居・施設などの土地利用がない場所（設計津波水位の設定から除外している箇所）

港湾・漁港の港内（設計津波水位の設定から除外している区間）【海岸区分】

設計津波水位設定箇所

む
か
わ
町

新
冠
町

日高町
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L1津波 壁立計算結果【日高振興局管内：新冠町】

港湾区域
漁港区域
海岸保全区域

2.98m

【20】【19】 【21】

節婦漁港

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（空間データ基盤）を使用した。（承認番号 平成24情使、第861号）」

【地域海岸区分：20】

1896年明治三陸地震津波による、
新冠町西部海岸の3.0ｍを設計津波水位とする。

住居・施設などの土地利用がない場所（設計津波水位の設定から除外している箇所）

港湾・漁港の港内（設計津波水位の設定から除外している区間）【海岸区分】

設計津波水位設定箇所

新冠町

日
高
町

新
ひ
だ
か
町
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L1津波 壁立計算結果【日高振興局管内：新ひだか町】

港湾区域
漁港区域
海岸保全区域

3.95m 3.95m

【20】 【21】 【22】

静内漁港

東静内漁港

春立漁港
三石漁港

鳧舞漁港

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（空間データ基盤）を使用した。（承認番号 平成24情使、第861号）」

【地域海岸区分：2１】

1896年明治三陸地震津波による、
静内漁港西側や鳧舞漁港東部の海岸の4.0mを設計津波水位とする。

住居・施設などの土地利用がない場所（設計津波水位の設定から除外している箇所）

港湾・漁港の港内（設計津波水位の設定から除外している区間）【海岸区分】

設計津波水位設定箇所

新
冠
町

新ひだか町

浦
河
町
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L1津波 壁立計算結果【日高振興局管内：浦河町】

港湾区域
漁港区域
海岸保全区域

4.13m
4.59m

3.51m

【21】 【22】 【23】 【24】 【25】

荻伏漁港
東栄漁港

浦河港
鵜苫漁港

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（空間データ基盤）を使用した。（承認番号 平成24情使、第861号）」

【地域海岸区分：2２】
1896年明治三陸地震津波による、

東栄漁港の東部海岸で、３．6ｍを設計津波水位とする。

住居・施設などの土地利用がない場所（設計津波水位の設定から除外している箇所）

港湾・漁港の港内（設計津波水位の設定から除外している区間）【海岸区分】

設計津波水位設定箇所

【地域海岸区分：23】
1968年十勝沖地震津波による、

浦河港西側の４．6ｍを設計津波水位とする。

【地域海岸区分：2４】
1896年明治三陸地震津波による、

浦河港の東部海岸で、４．2ｍを設計津波水位とする。

浦河町

新
ひ
だ
か
町

様
似
町
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L1津波 壁立計算結果【日高振興局管内：様似町】

港湾区域
漁港区域
海岸保全区域

5.25m

【24】 【25】 【26】

鵜苫漁港

様似漁港

冬島漁港

旭漁港

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（空間データ基盤）を使用した。（承認番号 平成24情使、第861号）」

住居・施設などの土地利用がない場所（設計津波水位の設定から除外している箇所）

港湾・漁港の港内（設計津波水位の設定から除外している区間）【海岸区分】

設計津波水位設定箇所

【地域海岸区分：25】
1896年明治三陸地震津波による、旭漁港の西部海岸の５．3ｍを設計津波水位とする。

浦
河
町

え
り
も
町

様似町
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L1津波 壁立計算結果【日高振興局管内：えりも町1】

港湾区域
漁港区域
海岸保全区域

8.12m

4.97m

【25】 【26】 【27】

旭漁港

笛舞漁港

えりも港

歌別漁港

東洋漁港

えりも岬漁港

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（空間データ基盤）を使用した。（承認番号 平成24情使、第861号）」

住居・施設などの土地利用がない場所（設計津波水位の設定から除外している箇所）

港湾・漁港の港内（設計津波水位の設定から除外している区間）【海岸区分】

設計津波水位設定箇所

【地域海岸区分：26】
1896年明治三陸地震津波による、
えりも港の西部海岸の5.0ｍを設計津波水位とする。

【地域海岸区分：27】
1896年明治三陸地震津波による、

歌別漁港東岸の8.2mを設計津波水位とする。

えりも町

様
似
町
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L1津波 壁立計算結果【日高振興局管内：えりも町2】

港湾区域
漁港区域
海岸保全区域

12.8m

8.67m

6.98m

【28】 【29】 【30】

えりも岬漁港

庶野漁港

目黒漁港

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（空間データ基盤）を使用した。（承認番号 平成24情使、第861号）」

住居・施設などの土地利用がない場所（設計津波水位の設定から除外している箇所）

港湾・漁港の港内（設計津波水位の設定から除外している区間）【海岸区分】

設計津波水位設定箇所

【地域海岸区分：28】
1896年明治三陸地震津波による、
住居のある水位１２．８ｍを設計津波水位とする。

【地域海岸区分：30】
1896年明治三陸地震津波による、住居のある水位7.0ｍを設計津波水位とする。

【地域海岸区分：29】
1896年明治三陸地震津波による、
住居のある水位８．７ｍを設計津波水位とする。

えりも町

広
尾
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L1津波 壁立計算結果【十勝総合振興局管内】

市町村境界・海岸区分
港湾区域
漁港区域

港湾区域
漁港区域
海岸保全区域

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（空間データ基盤）を使用した。（承認番号 平成24情使、第861号）」
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L1津波 壁立計算結果【十勝総合振興局管内：広尾町】

港湾区域
漁港区域
海岸保全区域

4.77m

【31】

音調津漁港 十勝港

旭浜漁港

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（空間データ基盤）を使用した。（承認番号 平成24情使、第861号）」

住居・施設などの土地利用がない場所（設計津波水位の設定から除外している箇所）

港湾・漁港の港内（設計津波水位の設定から除外している区間）【海岸区分】

設計津波水位設定箇所

【地域海岸区分：31】1896年明治三陸地震津波による、十勝港と音調津漁港の中間の４．8ｍを設計津波水位とする。

広尾町

え
り
も
町

大
樹
町



37

L1津波 壁立計算結果【十勝総合振興局管内：大樹町】

港湾区域
漁港区域
海岸保全区域

4.82m

【31】 【32】 【33】

旭浜漁港

大樹漁港

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（空間データ基盤）を使用した。（承認番号 平成24情使、第861号）」

住居・施設などの土地利用がない場所（設計津波水位の設定から除外している箇所）

港湾・漁港の港内（設計津波水位の設定から除外している区間）【海岸区分】

設計津波水位設定箇所

【地域海岸区分：3２】
1952年十勝沖地震津波による、

東側町界の住居のある４．9mを設計津波水位とする。

大樹町

豊
頃
町

広
尾
町
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L1津波 壁立計算結果【十勝総合振興局管内：豊頃町】

港湾区域
漁港区域
海岸保全区域

5.03m

【32】 【33】 【34】

大津漁港

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（空間データ基盤）を使用した。（承認番号 平成24情使、第861号）」

住居・施設などの土地利用がない場所（設計津波水位の設定から除外している箇所）

港湾・漁港の港内（設計津波水位の設定から除外している区間）【海岸区分】

設計津波水位設定箇所

【地域海岸区分：33】
1952年十勝沖地震津波による、

西側町界の住居のある５．１ｍを設計津波水位とする。

大
樹
町

浦
幌
町

豊頃町
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L1津波 壁立計算結果【十勝総合振興局管内：浦幌町】

港湾区域
漁港区域
海岸保全区域

3.76m

【33】 【34】 【35】

厚内漁港

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（空間データ基盤）を使用した。（承認番号 平成24情使、第861号）」

住居・施設などの土地利用がない場所（設計津波水位の設定から除外している箇所）

港湾・漁港の港内（設計津波水位の設定から除外している区間）【海岸区分】

設計津波水位設定箇所

【地域海岸区分：34】
1952年十勝沖地震津波による、

市町村界で区分し、西側町界の住居のある３．8ｍを設計津波水位とする。

釧
路
市
音
別

浦幌町

豊
頃
町


